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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月28日(2017.12.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　複数の演出用可変表示領域において演出用識別情報の可変表示を実行可能な演出用可変
表示実行手段と、
　複数の演出用可変表示領域において同一の演出用識別情報が停止表示されたときに、遊
技者に価値を付与可能な価値付与手段と、
　演出用識別情報と比較して認識しやすい態様により特定演出用識別情報の可変表示を実
行可能な特定演出用可変表示実行手段とを備え、
　前記演出用可変表示実行手段は、
　複数の演出用可変表示領域における演出用識別情報を同一の周期により可変表示させ、
　前回の可変表示により複数の演出用可変表示領域において停止表示された演出用識別情
報の組み合わせを、所定の演出用可変表示領域において同一の演出用識別情報を複数含ま
ない組み合わせに差し替えて表示した後に、新たな可変表示を開始可能であり、
　前記特定演出用識別情報を表示する表示領域よりも小さい表示領域において演出用識別
情報を表示し、可変表示の実行中に、常に演出用識別情報を表示するとともに常に視認可
能な表示領域において演出用識別情報を表示する
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
（手段１）本発明による遊技機は、遊技を行うことが可能な遊技機であって、複数の演出
用可変表示領域（例えば、システム用小図柄表示領域９Ｇの左中右の領域）において演出
用識別情報（例えば、システム用小図柄）の可変表示を実行可能な演出用可変表示実行手
段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ５００～Ｓ５０
２を実行する部分）と、複数の演出用可変表示領域において同一の演出用識別情報（例え
ば、大当り図柄）が停止表示されたときに、遊技者に価値（例えば、大当り遊技状態に制
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御されること）を付与可能な価値付与手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ５
６０におけるステップＳ３０５～Ｓ３０７を実行する部分）と、演出用識別情報と比較し
て認識しやすい態様により特定演出用識別情報（例えば、演出図柄（通常の演出図柄、演
出用小図柄））の可変表示を実行可能な特定演出用可変表示実行手段（例えば、演出制御
用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８０１～Ｓ８０３を実行する部分）と
を備え、演出用可変表示実行手段は、複数の演出用可変表示領域における演出用識別情報
を同一の周期により可変表示させ（例えば、ステップＳ５１３で選択されるプロセステー
ブルは、左中右の３つのシステム用小図柄をそれぞれ同じ変動速度（同じ周期）で変動表
示されるように設計されており、演出用マイクロコンピュータ１００は、ステップＳ５１
３で選択したプロセステーブルを用いてステップＳ５１５，Ｓ５２４を実行することによ
って、左中右の３つのシステム用小図柄をそれぞれ同じ変動速度（同じ周期）で変動表示
する）、前回の可変表示により複数の演出用可変表示領域において停止表示された演出用
識別情報の組み合わせを、所定の演出用可変表示領域において同一の演出用識別情報を複
数含まない組み合わせ（例えば、「１７８」の図柄の組み合わせ）に差し替えて表示した
後に、新たな可変表示を開始可能であり（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１０
０は、ステップＳ５１２Ａを実行した後に、ステップＳ５１３～Ｓ５１５を実行してシス
テム用小図柄の変動表示を開始する）、特定演出用識別情報を表示する表示領域よりも小
さい表示領域（例えば、システム用小図柄表示領域９Ｇ）において演出用識別情報を表示
し（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、図４５～図５１に示すように、
演出図柄表示領域９Ｆに表示する通常の演出図柄や演出用小図柄表示領域９Ｈに表示する
演出用小図柄よりも、システム用小図柄表示領域９Ｇに表示するシステム用小図柄を小さ
く表示する）、可変表示の実行中に、常に演出用識別情報を表示するとともに常に視認可
能な表示領域において演出用識別情報を表示する（例えば、システム用小図柄表示領域９
Ｇは、スーパーリーチ演出や特定演出が実行される場合であっても、それらの演出の邪魔
にならない位置に設けられており、演出制御用マイクロコンピュータ１００は、スーパー
リーチ演出や特定演出の実行中であっても継続して常にシステム用小図柄の可変表示を実
行する）ことを特徴とする。そのような構成によれば、制御負担を増加させることなく、
遊技者を混乱させてしまうことを防止することができる。


	header
	written-amendment

